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2008年6月に改正道路交通法が施行されて，四輪車の後席乗員にもシートベルトが着用義務化され，高

速道路上でのシートベルト非着用は，行政処分が課されるようになった．JAF／警察庁の路側での調査に

よると，道路交通法改正直後は高速道路，一般道とも後席乗員のシートベルト着用率が大きく増加してい

るが，その後は，着用率があまり上昇していなかった．本研究では交通事故統計データを用いて，後席シ

ートベルトの着用者率の上昇により，後席乗員の死亡重傷率が減少し，年間400人程度の死亡重傷者が減

少したことが推定された．属性別に後席シートベルトの着用者率を分析したところ，若年層，男性は着用

者率がやや低く，運転席のシートベルトが未着用の場合，タクシー・ハイヤー，普通貨物車などは後席乗

員のシートベルト着用者率が非常に低かった． 
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1. はじめに 

 

2008年6月に改正道路交通法が施行され，四輪車の後

席乗員にもシートベルトの着用が義務化された．同年10

月には，しばらくの間見送られていた後席シートベルト

の交通取締りも高速道路上で開始され，後席シートベル

ト非着用は，運転者に行政処分が課されるようになった．

ただし，この後席シートベルト非着用の行政処分点数は

高速道路等における違反に限定して課されており，一般

道においては，後席シートベルトは着用義務があるもの

の，着用義務違反に行政処分点数は課されていない． 

そのため，JAF／警察庁の路側調査(図-1)
1)によると，

道路交通法改正直後は高速道路，一般道とも後席シート

ベルトの着用率が大きく増加した．その後，高速道路に

おける後席シートベルトの着用率は，年々少しづつ上昇

している傾向にあるが，一般道では．着用率が横ばい状

態で，上昇していない．人身事故の大半は一般道で発生

しており，一般道における後席シートベルトの着用率が

低いままで推移しているということは大きな問題である． 

本研究では，先行研究2)と類似の考え方で，交通事故

統計データを活用して，後席シートベルト着用者率が上

昇したことによる後席乗員の被害軽減効果を定量的に示

す．そのうえで，後席シートベルトの着用状況を分析し，

後席シートベルトの着用率が低い属性を明確にして，着

用率が低い要因を探り，着用率を高める手法を検討する

ことを目的とした． 

なお，本研究におけるシートベルトの“着用率”は，

路側調査等における四輪車乗員がシートベルトを着用し

ている割合と定義し，シートベルトの“着用者率”は交

通事故発生時における四輪者乗員がシートベルトを着用

している割合とした． 

 

2. 後席シートベルトに関する着用率の変化と警

察庁の対応 

 

2008年に後席乗員のシートベルトの着用が義務化され，

一部の例外を除いて全ての四輪車乗員のシートベルトの

着用が義務化された．図-1は，毎年実施されているJAF

／警察庁の共同調査1)の集計結果である．この結果によ

ると，2008年以前からシートベルトの着用が義務化され
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ている運転席，助手席の着用率も年々上昇しており，

2017年調査では，前席の中で着用率が低い一般道の助手

席においても95％を超えている． 

その一方，後部座席のシートベルト着用率は，上昇幅

が大きくない．着用義務化された2008年に大きく上昇し，

高速道路における後部座席の着用率は，その後も着実に

上昇しており，2017年には74.4％とまで上昇した．一方

で，一般道における後部座席の着用率は，2009年には

33.5％まで上昇したが，その後はほぼ横ばいであり，

2017年には36.4％にしか達していない． 

そのため，警察庁では，交通安全運動の重点目標3)と

して，｢全ての座席のシートベルトとチャイルドシート

の正しい着用の徹底｣を掲げており，後席シートベルト

の着用率向上に取り組んでいる． 

 

3.  先行研究 

 

鈴木・萩田4)は，交通事故死者数が最近20年間で最大

であった1992年と2004年の交通事故統計データを用いて，

シートベルトによる四輪運転者の救命効果について分析

を行った．この分析結果によると，仮に2004年に運転席

のシートベルト着用者率が1992年と等しかった場合には，

2004年の死者数が1,989人増加していたであろうことが推

定された．すなわち，2004年においては，シートベルト

の着用により，約2,000人の四輪運転者の命が救われた

といえる． 

Hagita
5)は，1992年と2007年の交通事故統計データを用

いて，シートベルトによる四輪運転者の救命効果につい

て同様に分析した．1992年のシートベルト着用者率は

74.2％であったが，2007年では98.5％になり，24.3％も増

加した．2007年のシートベルト着用者率が74.2％であっ

たと仮定すると，2007年の死者数は2,057人増加すること

が推定された．すなわち，シートベルト着用により，

2,057人の四輪運転者の命が救われたことが推定された．

これらの研究からわかるように，シートベルトの着用は

交通事故被害軽減に最も有効な対策の一つであるといえ

る． 

また，2008年に道路交通法が改正されてから，萩田ら
2)は，2009年の後席シートベルトの着用者率向上による

救命効果の分析を実施し，後席乗員のシートベルト着用

者率向上により，死亡重傷者が減少したことを推定した．

NHTSAの報告6)によると，アメリカにおいては，路側調

査による2008年の後席シートベルト着用率は74％となっ

ており，後席シートベルトの着用が義務づけられていな

い州においても60％以上となっており，後席シートベル

トの着用率も非常に高くなっている． 

後席乗員のシートベルト着用有無による前席乗員の傷

害程度の違いについてもいくつかの研究が存在する．

1992年にPadmanaban & Ray
7)は米国データを分析し軽傷を

含めた死傷者数が 31% ～ 65%低減することを示した．

Shimamuraら8)は日本の交通事故統計データをもとに死亡

重傷者数が約45%低減することを示した．後席乗員にお

ける課題の一つは前席乗員に対する影響であり，

Ichikawaら9)は日本の交通事故統計データをもとに後席乗

員がシートベルトを着用しないことで前席乗員の死者が

5倍悪くなることを示した．一方，シートベルトを着用

したりしなかったりする場合に車の利用方法が変わるこ

とを考慮し擬似デルタVによる分析を加えた評価を行っ

た嶋村ら10)の分析によれば，前席乗員の死亡重傷者数は

約25%～28%低減する． 

これらの先行研究を踏まえ，本研究では，2008年に法

制化された後席シートベルトの着用義務化による直接的

な被害軽減効果が表れると考えられる2009～2016年の後

席乗員の被害低減効果を分析したうえで，着用者率が低

くなっている当事者の属性を分析した．その際には，

2007～2016年の交通事故統計データを用い，被害低減効

果は先行研究2)と類似の分析方法を適用することとした．  

 

4.  研究の方法 

 

(1) 分析の考え方 

 本研究の目的は，2009～2016年の後席乗員の傷害程度

に対して後席シートベルトの着用がどの程度寄与したか

を2007年と比較して評価しようというものである．解析

する期間が長く，道路交通環境が変化し，自動車の衝突

安全性能が少しづつ向上していると考えられるが，交通

事故における傷害発生に影響を及ぼすことは必ずしも高

いとはいえないであろう． 

先行研究4),5)では1992年と2004, 2007年における運転者の

シートベルト着用者率の違いに着目し，その着用者率に

伴う交通事故関与者と死亡率を考慮して，着用者率が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 シートベルト着用率の経年変化(JAF／警察庁) 
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1992年と同じであった場合の死者数を推定する手法を提

案した．他の先行研究2)においては，後席乗員の死亡者

が少ないため，死亡率の代わりに死亡重傷率を用いて，

後席シートベルトの着用により，後席乗員の死亡重傷者

が減少した効果を推定する手法を用いた．本研究では，

先行研究2)の方法を踏襲し，高速道路等の交通事故デー

タも用いることとした．我が国における交通事故統計デ

ータでは，24時間以内に死亡した場合を死亡，30日以上

の治療を要する傷害を重傷，30日未満の治療を要する傷

害を軽傷，治療を要しなければ無傷として扱う．これら

の傷害程度は皮膚，骨，内臓等の損傷程度を医師が診断

した結果であり，科学的根拠に基づいており，死亡重傷

率は分析可能な指標といえる． 

 また，交通事故発生時の後席シートベルトの着用状況

を運転者，後席乗員，車種等の属性別に分析し，どのよ

うな場合に，後席乗員がシートベルト着用率が低くなっ

ているのかを検証した． 

 

(2) 交通事故統計データに記録されている後席乗員の

情報について 

日本の交通事故統計データでは，交通事故により死傷

者が発生した場合のみ，1つの交通事故を1件としたデー

タベースに記録されている．すなわち，人身事故のみが

データベース化されており，交通事故により1人も傷害

を負わなかった物損事故はデータベース化されていない． 

人身事故においては，第一当事者と第二当事者は，傷

害の有無に関係なく，全ての当事者の情報が記録されて

いる．第一当事者，第二当事者とは最初に交通事故に関

与した車両等又は歩行者のことである． 

先行研究2)では，後席乗員を対象としており，後席乗

員の無傷者の情報は記録されていない．先行研究4),5)では

無傷の当事者を含めて交通事故関与者として扱った．し

かし，後席乗員は無傷者が記録されず，死亡，重傷，軽

傷の3段階のみであるため，後席乗員の死亡重傷率の定

義は以下の式(1a)のようにする． 

 

𝐹𝑆𝑟 =
𝐹𝑛+𝑆𝑛

𝐹𝑛+𝑆𝑛+𝑀𝑛
× 100              (1a) 

 FSr：後席乗員の死亡重傷率(％) 

 Fn：後席乗員の死亡者数 

 Sn：後席乗員の重傷者数 

 Mn：後席乗員の軽傷者数 

 

(3) 分析方法 

2007～2016年の警察庁の交通事故統計データを用いて，

交通事故を一般道路と高速道路に分類したうえで，普通

車の2009～2016年の後席シートベルトの着用による被害

低減効果を分析した．  

対象とした事故は，先行研究2),を参考にして，抽出を

行った．ただし，先行研究2),では，後席シートベルトの

着用により明確に傷害低減を期待できる事故という定義

で抽出しているため，自動車工学の観点から，高速道路

の事故，多重衝突，前面衝突以外の事故を除外している

が，本研究では，これらの事故を含んだ形で抽出するこ

ととした．ただし，相手当事者が大型車，自転車，歩行

者等であった事故は除外した． 

また，後席には，子供が乗車していることが多く存在

すると考えられる．後席シートベルトの着用が義務化さ

れていない“適切にシートベルトを装着させることがで

きない者”が多く含まれると想定される12歳以下の後席

乗員を分析対象から除外した． 

 その結果，分析対象とする交通事故は，以下の抽出条

件1)～4)を満たしたものとなる．  

1)普通乗用車，普通貨物車，軽乗用車，軽貨物車の四

輪車の後席乗員 

表-1 交通事故時の後席乗員のシートベルト着用/非着用者数 

(一般道，13歳以上) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

死亡
者数

重傷者
数

軽傷者
数

交通事故
関与者数

死亡重傷
率(％)

着用 17 223 9,660 9,900 2.4
非着用 117 1,228 29,025 30,370 4.4
不明等 4 50 855 909 5.9
着用 31 319 15,038 15,388 2.3

非着用 82 933 19,793 20,808 4.9
不明等 5 50 707 762 7.2
着用 31 440 19,288 19,759 2.4

非着用 83 815 14,117 15,015 6.0
不明等 6 52 628 686 8.5
着用 41 405 19,041 19,487 2.3

非着用 76 794 14,332 15,202 5.7
不明等 6 40 548 594 7.7
着用 37 363 18,319 18,719 2.1

非着用 59 769 13,318 14,146 5.9
不明等 0 54 507 561 9.6
着用 37 383 18,136 18,556 2.3

非着用 57 773 13,266 14,096 5.9
不明等 2 44 532 578 8.0
着用 26 365 17,109 17,500 2.2

非着用 74 725 12,983 13,782 5.8
不明等 2 45 551 598 7.9
着用 23 342 15,566 15,931 2.3

非着用 59 666 11,483 12,208 5.9
不明等 5 58 610 673 9.4
着用 27 329 15,159 15,515 2.3

非着用 68 631 10,141 10,840 6.4
不明等 3 48 575 626 8.1
着用 36 339 14,452 14,827 2.5

非着用 59 635 9,039 9,733 7.1
不明等 9 43 551 603 8.6
着用 258 2,966 137,070 140,294 2.3

非着用 535 5,808 98,679 105,022 6.0
不明等 33 384 4,502 4,919 8.5
着用 306 3,508 161,768 165,582 2.3

非着用 734 7,969 147,497 156,200 5.6
不明等 42 484 6,064 6,590 8.0
合計 1,082 11,961 315,329 328,372 4.0
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2)13歳以上の後席乗員 

3)衝突相手が大型車，中型車をのぞいた乗用車，貨物

車あるいは特殊車 

4)車両相互事故あるいは車両単独事故 

 このような上記条件1)～4)を満たす一般道路における

平成19～28年の四輪車の全後席乗員の死亡者，重傷者，

軽傷者，死亡重傷率は表-1に示すとおりである．また，

高速道路において，四輪車の全後席乗員の同様の集計結

果を示したものが表-2である．  

2007年から2016年にかけて交通事故件数が減少傾向に

ある．この要因を除外して分析する手法として，2007年

の後席シートベルト着用者率が低いままであったと仮定

し，そのときの死亡重傷者の増加人数を算出するという

先行研究と同様の手法2)を用いた．後席乗員のシートベ

ルト着用／非着用別の傷害程度を集計し，後席乗員シー

トベルト着用／非着用別の死亡重傷率等を算出した．こ

の算出結果を元に，後席乗員のシートベルト着用者率が

着用義務化以前と同程度だったと仮定した場合の2009～

2016年の推定死亡重傷者数を算出し，後席乗員のシート

ベルト着用義務化による被害低減効果を算出した．その

うえで，後席シートベルトの着用者率が100％になった

と仮定した場合の被害低減効果も算出した．なお，本研

究においては，事故発生時のシートベルトの着用／非着

用が不明である後席乗員は，原則的に分析対象から外し

た． 

 

5. 結果 

 

(1) 後席乗員のシートベルト着用者率の経年変化 

図-2は，2007～2016年の交通事故統計データに記録さ

れている後席乗員のシートベルト着用者率の経年変化を

示したものである．この結果から，後席乗員のシートベ

ルト着用義務化以前には，交通事故発生時の後席シート

ベルト着用者率は高速道路においても30％程度，一般道

においては25％程度であった．2008年の着用義務化時に

大きく上昇しており，高速道路では約80％，一般道では

約55％になったが，その後は着用者率は横ばい状態であ

り，近年は着用者率が上昇していないことが示されてい

る． 

 

(2) 交通事故発生時の後席乗員のシートベルト着用者 

率上昇による被害低減効果の推定 

表-3に，抽出した条件における後席乗員のシートベル

ト着用者率の推移を示した．2007年における分析対象と

した一般道路における交通事故の後席乗員のシートベル

ト着用者率は24.6%であったが，2009～2016年の合計値

では57.2％と比率は2倍以上にも高くなった．高速道路

における交通事故の後席乗員の着用者率も同様に，

31.2％から80.1％に2.5倍以上にも高くなった． 

2007年と2009～2016年のシートベルト着用有無別に交

表-2 交通事故時の後席乗員のシートベルト着用/非着用者数 

(高速道路，13歳以上) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 交通事故時の後席乗員のシートベルト着用者率の経年変

化 
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死亡重傷
率(％)
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不明等 3 43 100 146 31.5
着用 26 355 12,940 13,321 2.9
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通事故関与者数・死傷者数を比較すると表-3のようにな

る．また，表-2に示すように，2007年から2009～2016年

の間におけるシートベルト着用／非着用別の死亡重傷率

を算出した．これより，2009～2016年のシートベルト着

用者率が2007年と同程度であるとした場合に2009～2016

年の死亡重傷者数を推定する．2007年の死亡重傷者数を

推定する計算式は次の式(1b)のようになる． 

 

𝐸𝐹𝑆09−16＝𝐶09−16 × 𝑈𝑟07 × 𝐹𝑆𝑟𝑤𝑠09−16 + 𝐶09−16 ×

(1－𝑈𝑟07) × 𝐹𝑆𝑟𝑤𝑜𝑠09−16            (1b) 

 

EFS09-16：2009～2016年推定死亡重傷者数 

C09-16：2009～2016年交通事故関与者数 

Ur07：2007年シートベルト着用者率 

FSrws09-16：2009～2016年シートベルト着用者死亡重傷率 

FSrwos09-16: 2009-2016年シートベルト非着用者死亡重傷率 

 

以上より，一般道，高速道路とも式(1b)に表-3の数値

を代入し，算出した2009～2016年の推定死亡重傷者数

(EFS09-16)は，表-3に示すようにそれぞれ12,909人，1598人

となった．一方，2009～2016年の死亡重傷者数はそれぞ

れ9,567人，904人であり，シートベルト着用者率の上昇

により，死亡重傷者数は一般道では3,342人，高速道路

では694人の減少につながったと推定される．これは8年

間の合計値であるので，1年間に換算すると，一般道と

高速道路を合計して毎年400人強の死亡重傷者数の減少

につながったと推定される． 

 

(3) 後席乗員のシートベルト着用者率が100％となった

ときの被害低減効果の推定 

後席シートベルトの着用者率が，前席(運転席，助手

席)のようにほぼ100％になった場合には，死亡重傷者の

減少が見込まれる．2009～2016年のシートベルト着用者

率が100％となった場合には，2009～2016年の推定死亡

重傷数は，式(1c)のように推定できる． 

 

𝐸𝐹𝑆09−16＝𝐶09−16 × 𝑈𝑟 × 𝐹𝑆𝑟𝑤𝑠09−16                                (1c) 

 

EFS09-16:：2009～2016年推定死亡重傷者数 

C09-16:：2009～2016年交通事故関与者数 

Ur：シートベルト着用者率(100％) 

FSrws09-16：2009～2016年シートベルト着用者死亡重傷率 

 

以上より，式(1c)に表-3の数値を代入し求めた2009～

2016年の推定死亡重傷者数は，一般道においては5637人，

高速道路においては418人となった．2009～2016年の後

席乗員の死亡重傷数は一般道においては9,567人，高速

道路においては904人であり，後席シートベルトの着用

者率が100％になった場合には，死亡重傷者数は一般道

においては3,930人，高速道路においては486人減少する

と推定される． 

これらの分析の結果，2008年以降の後席乗員のシート

ベルト着用者率の上昇により死亡重傷者数が減少したこ

とが示された．また，更なる着用者率向上により，死亡

重傷者数が減少することが推定された． 

 

(4) 後席乗員のシートベルト着用者率が低くなってい

る属性の分析 

ここでは，後席シートベルトの着用者率が低い属性を

明らかにするために，性別，年齢，運転者のシートベル

ト着用状況，車種，乗車人数別の後席シートベルト着用

者率を比較し，後席シートベルトの着用者率が低くなっ

ている要因を分析した．後席シートベルトの着用者率が

表-3 交通事故時の後席乗員のシートベルト着用者率・死亡重

傷者数・被害低減効果 

 

 

 

 

 

 

2007
2009～
2016

着用者(人) Cws 9,900 140,294

非着用者(人) Cwos 30,370 105,022

合計(人)　C＝Fn+Sn+Mn 40,270 245,316

シートベルト着用者率(％)

(Ur＝Cws／C×100)
24.6 57.2

着用者(人) FSws 240 3,224

死亡重傷率(％)

(FSrws＝FSws／Cws×100)
2.4 2.3

非着用者(人) FSwos 1,345 6,343

死亡重傷率(％)

(FSrwos＝FSwos／Cwos×100)
4.4 6.0

合計(人)　FS＝Fn+Sn 1,585 9,567

2009～2016年推定死亡重

傷者数　EFS09-16
12,909

シートベルトによる被害低減

効果　EFS09-16－FS09-16
3,342

着用者(人) Cws 646 11,642

非着用者(人) Cwos 1,424 2,896

合計(人)　C＝Fn+Sn+Mn 2,070 14,538

シートベルト着用者率(％)

(Ur＝Cws／C×100)
31.2 80.1

着用者(人) FSws 20 335

死亡重傷率(％)

(FSrws＝FSws／Cws×100)
3.1 2.9

非着用者(人) FSwos 105 569

死亡重傷率(％)

(FSrwos＝FSwos／Cwos×100)
7.4 19.6

合計(人)　FS＝Fn+Sn 125 904

2009～2016年推定死亡重

傷者数　EFS09-16
1,598

シートベルトによる被害低減

効果　EFS09-16－FS09-16
694
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上昇しない要因を探るために，着用者率がほぼ横ばいと

なっている2009～2016年の交通事故データを活用した． 

2009～16年の一般道における年齢層別の後席シートベ

ルトの着用者率を図-3に，高速道路における年齢層別の

後席シートベルト着用者率を図-4に示した．年齢層は，

13～18歳，19～24歳，25～44歳，45～64歳，65～74歳，

75歳以上の6階層に分類した．一般道，高速道路とも年

齢層が高くなるに連れて，着用者率が高くなっている傾

向がみられることが示された．また，一般道，高速道路

とも年齢層別に後席シートベルトの着用状況のχ2検定

を実施したところ，1％有意であり，後席シートベルト

の着用者率は，年齢層別に統計的に有意な差があること

が示された．年齢層別に後席シートベルトの着用者率の

近似曲線を算出すると，一般道，高速道路とも相関係数

R
2が0.7前後と高くなっている． 

2009～16年の一般道における男女別の後席シートベル

トの着用者率を図-5に，高速道路における男女別の後席

シートベルト着用者率を図-6に示した．一般道は男女別

の差は4％弱であり，着用者率にさほど大きな差がある

とはいえないが，男女別にχ2検定を実施したところ，

一般道，高速道路とも，女性の着用者率が1％有意で高

くなっていることが示された． 

このように，年齢層別・男女別の後席シートベルトの

着用者率を比較したところ，高齢者や女性の着用者率が

高い傾向にあることが示された． 

2009～16年の一般道における運転者のシートベルト着

用状況別の後席シートベルトの着用者率を図-7に，高速

道路における運転者のシートベルト着用状況別の後席シ

ートベルト着用者率を図-8に示した．χ2検定により，

運転者のシートベルト着用状況別に後席シートベルトの

着用者率を比較したところ，1％水準で有意差があるこ

とが示された． 

運転席の非着用者のデータ数は，運転席の着用者数と

比較して非常に少ないものの，運転席が非着用である場

合の後席乗員のシートベルト着用者率は非常に低くなっ

ており，着用者率に大きな差が見られた． 

道路交通法では，運転者は運転席のシートベルトを着

用する義務だけではなく，後席乗員にシートベルトを着

用させることも義務付けている．運転者のシートベルト

着用意識が低く，後席乗員に対してシートベルト着用を

働きかけることをしないために，後席乗員もシートベル

トを着用しない傾向にあると思われる． 

運転者のシートベルト非着用者は全体からみると非常

に少ないが，後席シートベルトの着用行動に大きな影響

を与えていることが示され，運転者に対するシートベル

ト着用の交通安全教育も対策の一手法になると思われる． 

一般道における車種別の後席シートベルトの着用者率

を図-9に，高速道路における車種別の後席シートベルト

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 後席乗員の年齢層別シートベルト着用者率 

(一般道，2009～2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 後席乗員の年齢層別シートベルト着用者率 

(高速道路，2009～2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 後席乗員の男女別シートベルト着用者率 

(一般道，2009～2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 後席乗員の男女別シートベルト着用者率 

(高速道路，2009～2016) 
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着用者率を図-10に示した．車種区分は，車両サイズに

関係なくタクシー・ハイヤーを1つの車種区分とし，そ

れ以外の車両を，総重量が5ｔ未満の普通車と軽自動車

に分類し，普通車をミニバン(乗用車)，1Box(貨物車)，

ライトバン(貨物車)とその他に分類した． 

χ2検定により，車種別に後席シートベルトの着用者

率を比較したところ，1％水準で有意差があることが示

された．車種の中では，タクシー・ハイヤーは，一般道，

高速道路ともすべての車種の中で後席シートベルト着用

者率が最も低く，一般道では，着用者率が33.3％と極め

て低かった．このような状態となっている要因としては，

タクシー・ハイヤーはお客を後席に乗せているため，運

転者が後席乗員に対してシートベルトを着用するように

依頼しづらいことが挙げられる．特に，一般道において

は，後席シートベルトの着用義務はあるものの交通取締

りの対象となっていないため，運転者，後席乗員とも後

席シートベルトを着用する動機づけが弱くなることが挙

げられる．普通自動車，軽自動車ともミニバン，1BOX

の形状の車種における後席シートベルトの着用者率が低

くなっていることが示された． 

一般道における車種別・乗車人数別の後席シートベル

トの着用者率を図-11に，高速道路における車種別・乗

車人数別の後席シートベルト着用者率を図-12に示した．

一般道においては，タクシー・ハイヤーの後席乗員のシ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7 運転者のシートベルト着用状況別の後席乗員シートベ

ルト着用者率(一般道，2009～2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8 運転者のシートベルト着用状況別の後席乗員シートベ

ルト着用者率(高速道路，2009～2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-9 車種別の後席乗員シートベルト着用者率 

(一般道，2009～2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-10 車種別の後席乗員シートベルト着用者率 

(高速道路，2009～2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-11 乗車人数別の後席乗員のシートベルト着用者率 

(一般道，2009～2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-12 乗車人数別の後席乗員のシートベルト着用者率 

(高速道路，2009～2016) 
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ートベルト着用率が，乗車人数に関係なく低いことが示

されている．軽自動車は法令上の乗車定員が4人である

ため，5人目以上の同乗者はシートベルトを着用するこ

とができない．そのため，一般道，高速道路においても，

乗車人員が5人以上の場合には，後席シートベルト着用

者率が急激に低くなっていると思われる．普通貨物車

1Boxも，乗車人数が4人以上になると，一般道，高速道

路においても，後席シートベルト着用者率が急激に減少

している．このような1Boxタイプの普通貨物車は，後

席が装備されていないもの，後席が折りたたみ式になっ

ているもの，シートベルトが装備されていないものなど

が存在し，そのために適切に形で後席に乗車していない

後席乗員が多く存在するのではないかと思われる． 

 

 

6. まとめ 

 

後席シートベルトの着用義務化の前後の，路側におけ

るJAF/警察庁のシートベルト着用状況調査や交通事故分

析を集計した．その集計結果から，高速道路と一般道を

比較すると，着用義務化以前は，高速道路，一般道とも

着用者率が共に非常に低く，着用義務化後は，大きく上

昇したが，特に一般道で後席シートベルトの着用者率が

あまり上昇していないことが示された．この要因として

は，一般道では後席シートベルトの非着用が行政処分の

対象となっておらず，後席乗員のシートベルト非着用が，

交通取締りの対象となっているかどうかが大きく影響し

ているのではないかと考えられる． 

また，後席シートベルトの着用者率の効果を算出した

ところ，後席シートベルトの着用により，毎年400人強

の死亡重傷者の抑止につながっているのではないかと想

定される． 

後席乗員や運転者の属性から判断すると，後席乗員が

若年者，男性の場合にやや低くなっており，運転者が非

着用の場合には，後席シートベルトの着用者率が極めて

低くなっていることが示された．車種や乗車人数別に後

席シートベルトの着用者率を比較すると，タクシー・ハ

イヤー，貨物車等の商業利用の場合の後席シートベルト

の着用率が低くなっており，乗車定員オーバーや不適正

な後席乗車がなされていることが想定された．このよう

に，後席シートベルト着用者率が低くなっている人的要

因，車両要因が明確になったといえる． 

後席シートベルトの着用は，交通事故による被害の軽

減に効果がみられるため，後席シートベルトの着用者率

が低い属性にターゲットを絞って，着用を働きかけるこ

とも一つの方法である．例えば，運転者がシートベルト

を非着用であった場合には，後席乗員の着用者率が非常

に低くなっていることが明らかにあっており，運転者と

同乗者を同時に教育したり，運転者の遵法意識を高める

ような対策も必要ではないかと考えられる． 

 

 

7. 今後の課題 

 

今回の調査では，運転者のシートベルト着用状況やタ

クシー等に大きな差がみられることが示された．タクシ

ーは乗客に対して，後席シートベルトの着用を促すこと

が難しい場合も多いと考えられる．また，運転者のシー

トベルトの着用意識が低い場合には，同様に着用意識が

低い乗員が後席に乗車していたり，後席シートベルトの

着用を促すことをあまりしていないのではないかと考え

られる． 

このようなことを鑑みると，運転者と後席乗員の人間

的な繋がりもシートベルト着用に大きな影響を与えてい

ることが考えられる．先行研究のチャイルドシートの着

用者率の調査では，チャイルドシートの着用状況は，親

のシートベルト着用状況が大きく影響していることが示

された結果11)が存在し，本研究における後席シートベル

トの着用状況と類似の傾向を示していた． 

交通事故統計からは，運転者と後席乗員の夫婦，親子，

兄弟，友人，同僚等の人間的な繋がりや社会的な立場，

地位を判別することはできない．このような運転者と後

席乗員の人間関係を調査して，後席シートベルトの着用

促進方策を検討する必要があるのではないかと考えられ

る． 
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